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丹波篠山市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲

げる職員とする。 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲

げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定め

る非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員等」という。）を除く。） 

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤

職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。次条において同じ。） 

（部分休業の承認） （第１号部分休業の承認） 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業

をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第２条第１項に規定す

る正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を

除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単

位として行うものとする。 

第２０条 育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求す

る同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）

の承認は、３０分を単位として行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」と

いう。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介護時間

の承認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分

休業の承認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当

該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない

範囲で行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間（以下「育児時間」と

いう。）又は勤務時間条例第１５条の２第１項の規定による介護時間

の承認を受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する第１

号部分休業の承認については、１日につき２時間から当該育児時間

又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超

えない範囲で行うものとする。 

1



３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当

該非常勤職員について１日について１日につき定められた勤務時間

から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職

員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労

働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条の２第

２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をするため

の時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日について１日につき定められた勤

務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条

の２第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は

当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

  （第２号部分休業の承認） 

 第２０条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で請

求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」と

いう。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数

の第２号部分休業を承認することができる。 

 (1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間があ

る場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があっ

たとき 当該勤務時間の時間数 

 (2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であ

って、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当

該勤務時間数 

 （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

 第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間
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は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基

準として条例で定める時間） 

 第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定め

る時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

 (1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

 (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数

に１０を乗じて得た時間 

 （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

 第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情

は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居した

ことその他の同条第２項の規定による申出時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより同条第３項の規定による変更（以

下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学校就学の

始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認

める事情とする。 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第２１条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与

条例第２９条の規定にかかわらず、その勤務をしない１時間につき、

給与条例第２３条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して

給与を支給する。 

第２１条 職員が育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業の承

認を受けて勤務しない場合には、給与条例第２９条の規定にかかわ

らず、その勤務をしない１時間につき、給与条例第２３条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 
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第２２条 第１３条の規定は、部分休業について準用する。 第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第

５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときと

する。 

  

4



丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要

とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕

事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条にお

いて「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとと

もに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請

求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他

の措置を講じなければならない。 

第１７条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要

とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕

事と介護との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条にお

いて「介護両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとと

もに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出（以下「請求等」

という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置

を講じなければならない。 

２ (略) ２ (略) 

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

 第１７条の４ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又

はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実

を申し出たときは、申出をした職員（以下この項において「申出職

員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号に

おいて「出生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせ

るための措置 

 (2) 出生時両立支援制度等の請求等に係る申出職員の意向を確認す

るための措置 

 (3) 申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の
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状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生するこ

とが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の

改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 ２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項にお

いて「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号に

おいて「育児期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせ

るための措置 

 (2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認す

るための措置 

 (3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対

象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想

される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資

する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置 

 ３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確

認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければなら

ない。 
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丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理 
に関する条例 

丹波篠山市道の駅こんだぬくもりの郷の設置及び管理に 
関する条例 

（設置） （設置） 

第１条 住民の健康福祉の増進及び農林業の振興に寄与するため、丹

波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷（以下「ぬくもりの郷」とい

う。）を設置する。 

第１条 住民の健康福祉の増進とともに、道路を利用する者への良好

な休憩の場の提供、観光情報及び地域情報の発信、地域特産品の販

売等を通して、地域交流の促進及び農林業の振興を図り、もって地

域の活性化に資するため、丹波篠山市道の駅こんだぬくもりの郷(以

下「道の駅」という。)を設置する。 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 ぬくもりの郷の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

薬師温泉館 丹波篠山市今田町今田新田２１番地１０ 

食材供給館 

農産物加工館 
 

第２条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

道の駅こんだぬく

もりの郷 

丹波篠山市今田町今田新田２１番地１０ 

 

 （施設） 

 第２条の２ 道の駅には、次に掲げる施設を設ける。 

 (1) 薬師温泉館 

 (2) 食材供給館 

 (3) 農産物加工館 

 (4) 前３号に付随するトイレその他の施設 
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 (5) 駐車場 

 (6) その他附帯施設 

（業務） （業務） 

第３条 ぬくもりの郷は、次に掲げる業務を行う。 第３条 道の駅は、次に掲げる業務を行う。 

  (1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。 

 (2) 観光及び地域情報の発信に関すること。 

 (3) 地域交流及び地域の振興に関すること。 

(1) （略） (4) （略） 

(2) （略） (5) （略） 

(3) （略） (6) （略） 

(4) （略） (7) （略） 

(5) （略） (8) （略） 

(6) （略） (9) （略） 

(7) （略） (10) （略） 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第４条 ぬくもりの郷の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により、市長が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）にこれを行わせる。 

第４条 道の駅の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項の規定により、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）にこれを行わせる。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第５条 ぬくもりの郷を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理

者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようと

するときも、同様とする。 

第５条 道の駅を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許

可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとすると

きも、同様とする。 

8



２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ぬくもりの郷の

管理運営上必要な条件を付することができる。 

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理運

営上必要な条件を付することができる。 

（使用の制限） （使用の制限） 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、ぬくもりの郷の利用を許可しないことができる。 

第６条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、道の駅の利用を許可しないことができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) その他ぬくもりの郷の管理運営上支障があるとき。 (3) その他道の駅の管理運営上支障があるとき。 

（利用者の遵守事項） （利用者の遵守事項） 

第７条 第５条の規定による使用の許可を受けた者（以下「利用者」

という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

第７条 第５条の規定による使用の許可を受けた者（以下「利用者」

という。）は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) 許可なくぬくもりの郷又はその敷地内において寄附金の募集、

物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。 

(3) 許可なく道の駅又はその敷地内において寄附金の募集、物品の

販売又は飲食物の提供を行わないこと。 

(4) 許可なくぬくもりの郷又はその敷地内において広告物等の掲示

若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。 

(4) 許可なく道の駅又はその敷地内において広告物等の掲示若しく

は配布又は看板立札等の設置を行わないこと。 

(5)・(6) (略) (5)・(6) (略) 

(7) 前各号に掲げるもののほか、ぬくもりの郷の管理上必要な指示

に反する行為をしないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上必要な指示に反す

る行為をしないこと。 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、

又はぬくもりの郷の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る

利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り

消すことができる。 

第８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、

又は道の駅の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の

条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すこ

とができる。 
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(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

(3) ぬくもりの郷の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を納期限までに納付しないとき。 

(3) 道の駅の施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を納期限までに納付しないとき。 

(4) （略） (4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（利用料金） （利用料金） 

第９条 利用者は、ぬくもりの郷の利用料金を支払わなければならな

い。 

第９条 利用者は、道の駅の利用料金を支払わなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（原状回復） （原状回復） 

第１１条 利用者は、ぬくもりの郷の利用を終了したとき又は第８条

の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止された

ときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。 

第１１条 利用者は、道の駅の利用を終了したとき又は第８条の規定

により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、

直ちに施設等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１２条 利用者が故意又は過失によってぬくもりの郷又はその附属

設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければな

らない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認め

るときは、この限りでない。 

第１２条 利用者が故意又は過失によって道の駅又はその附属設備を

き損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、

この限りでない。 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

ぬくもりの郷の利用料金 道の駅の利用料金 
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利用区分 入浴料 備考 

薬師温泉館 中学生以上 ８００

円 

  

小学生 ４００

円 

  

 

利用区分 入浴料 備考 

薬師温泉館 中学生以上 １，０００ 

円 

  

小学生 ５００ 

円 
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丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設条例新旧対照表（第１条関係） 

現行 改正案 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところに

よる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 排水施設 処理対象区域において、丹波篠山市が設置及び管理

する配水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をい

う。 

(2) 排水施設 処理対象区域において、丹波篠山市が設置及び管理

する排水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をい

う。 

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略） 

（排水設備工事） （排水設備工事） 

第７条 前条の承認を得た者は、市長が認めた者（以下「指定工事店」

という。）に排水設備工事を施工させなければならない。 

第７条 前条の承認を得た者は、市長が認めた者（以下「指定工事店」

という。）に排水設備工事を施行させなければならない。ただし、

災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下

水道事業の管理者を含む。）が認めた者に排水設備工事を施行させ

る必要があると認めるときは、この限りでない。 
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丹波篠山市下水道条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（排水設備工事の施工） （排水設備工事の施行） 

第４条 排水設備の新設等の設計及び工事は、市長が定める技能を有

する者（以下「責任技術者」という。）を選任する業者として市長

が指定したもの（以下「指定工事店」という。）が行わなければな

らない。 

第４条 排水設備の新設等の設計及び工事は、市長が定める技能を有

する者（以下「責任技術者」という。）を選任する業者として市長

が指定したもの（以下「指定工事店」という。）が行わなければな

らない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町

村長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定

により置かれた下水道事業の管理者を含む。）が指定したものが排

水設備工事を行う必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の工事の施工に関し、法第１１条第１項に該当する工事で

ある場合は、あらかじめ利害関係人の同意書等を提出しなければな

らない。 

３ 第１項の工事の施行に関し、法第１１条第１項に該当する工事で

ある場合は、あらかじめ利害関係人の同意書等を提出しなければな

らない。 

（公共ます等の設置） （公共ます等の設置） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、市

長が施工し、これに要する費用（消費税相当額を加えた額をいう。）

は当該工事を必要とした者の負担とする。 

２ 公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、市

長が施行し、これに要する費用（消費税相当額を加えた額をいう。）

は当該工事を必要とした者の負担とする。 

３ （略） ３ （略） 

（使用制限） （使用制限） 

第２１条 市長は、公共下水道に関する工事の施工その他やむを得な 第２１条 市長は、公共下水道に関する工事の施行その他やむを得な
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い理由がある場合には、排水区域の全部又は一部を指定して、当該

公共下水道の使用を制限することができる。 

い理由がある場合には、排水区域の全部又は一部を指定して、当該

公共下水道の使用を制限することができる。 

２ （略） ２ （略） 

（罰則） （罰則） 

第２８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円

以下の過料に処することができる。 

第２８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、５万円

以下の過料に処することができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 前条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又

は怠った者 

(4) 第２６条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否

し、又は怠った者 

(5) （略） (5) （略） 
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丹波篠山市水道事業給水条例新旧対照表（第３条関係） 

現行 改正案 

（工事の施行） （工事の施行） 

第８条 給水装置工事は、市長又は市長が法第１６条の２第１項の指

定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行す

る。 

第８条 給水装置工事は、市長又は市長が法第１６条の２第１項の指

定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行す

る。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長

（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定によ

り置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。）

又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の指定をした者が給水

設備工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 報酬の額 

選挙管理

委員会 

委員長 年額 １２０，０００円 

委員 〃  ９６，０００円 

 

選挙長 

 

１回につき １２，２００円 

開票管理者 〃     １２，２００円 

開票及び選

挙立会人 

〃     １０，１００円 

投票管理者 午前７時から午後８時まで １４，５００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １２，８０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ９，４００

円 

投票立会人 午前７時から午後８時まで １２，４００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １０，９０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ８，１００

円 

ただし、立会時間内に交替する場合その他立

会時間を短縮する場合は、任命権者が定める額 

 

(略) (略) (略) 
 

区分 報酬の額 

選挙管理

委員会 

委員長 年額 １２０，０００円 

委員 

補充員 

〃  ９６，０００円 

日額 ４，０００円  

選挙長 １回につき １２，２００円 

開票管理者 〃     １２，２００円 

開票及び選

挙立会人 

〃     １０，１００円 

投票管理者 午前７時から午後８時まで １４，５００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １２，８０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ９，４００

円 

投票立会人 午前７時から午後８時まで １２，４００円 

〃 午前８時３０分から午後８時まで １０，９０

０円 

〃 午前８時３０分から午後５時まで ８，１００

円 

ただし、立会時間内に交替する場合その他立

会時間を短縮する場合は、任命権者が定める額 

 

(略) (略) (略) 
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丹波篠山市議会議員及び丹波篠山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例新旧対照表 

（第１条関係） 

現行 改正案 

（選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払） （選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払） 

第９条 丹波篠山市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作

成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成さ

れた選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、

５４１円３１銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場

の数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を当該選挙

が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１

円未満の端数がある場合には、その端数は１円とする。以下「単価

の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当

該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター

の作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業

とする者に対し支払う。 

第９条 丹波篠山市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作

成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成さ

れた選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、

５８６円８８銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場

の数を乗じて得た金額に３１６，２５０円を加えた金額を当該選挙

が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１

円未満の端数がある場合には、その端数は１円とする。以下「単価

の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当

該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じて当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第

２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスター

の作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業

とする者に対し支払う。 
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丹波篠山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

現行 改正案 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） （選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第４条 丹波篠山市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限

る。）が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用

ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円７３銭を超える

場合には、７円７３銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候

補者を通じて、法第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内の

ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、

当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支

払う。 

第４条 丹波篠山市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限

る。）が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用

ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が８円３８銭を超える

場合には、８円３８銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候

補者を通じて、法第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内の

ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、

当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支

払う。 

（公費負担の限度額） （公費負担の限度額） 

第５条 第２条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負

担の限度額は、候補者１人について、７円７３銭に選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号に定める枚

数を超える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た額とする。 

第５条 第２条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負

担の限度額は、候補者１人について、８円３８銭に選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該作成枚数が法第１４２条第１項第６号に定める枚

数を超える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た額とする。 
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